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大阪府中小企業の振興に関する条例（案）

日本共産党大阪府議会議員団

大阪府内の中小企業は、府内企業・事業所の大部分を占め、府民の雇用を担い、生産、

流通、サービスなど様々な分野で、積極的な社会経済活動を行っている。府内中小企業は

大半が小規模であるが、その活動は、大阪経済を土台から支え、その成長に貢献するとと

もに、住民生活の向上や地域社会の担い手としても大きな役割を果たしている。

大阪府は、こうした中小企業の果たす役割を踏まえ、大阪経済の振興、府民生活の向上

と地域文化・コミュニティの継承・発展のために、中小企業を「地域経済の主役」と位置

づけ、府民、事業者はじめ、市町村、大学、経済団体などとも協力し、府をあげて中小企

業の育成に努める体制を築いていくことが求められている。

古くから「商人のまち 「ものづくりのまち」と称されてきた大阪は、全国に誇る中小」

商工業の集積を有している。しかし、近年の中小企業を取り巻く環境は厳しく、事業所数

の著しい減少は、技術・経験の伝承さえ危惧される状況であり、中小企業が支えてきた地

域社会の活力低下が懸念されている。

こうしたなか、中小企業者の自主的、主体的な努力を基本としつつ、中小企業の振興の

ための環境づくりと支援にとりくみ、地域社会の活性化を図り、中小企業の成長・発展、

地域経済の活性化と府民生活の向上という好循環を生み出していくことが重要である。

地域に密着し、住民生活と経済の足腰を支える中小企業の活力ある活動は、大阪経済の

活性化につながり、豊かで住みよい、活力ある大阪府の実現につながるものと確信する。

また、中小企業は、経済の成長と発展の鍵を握り、地球温暖化等環境や住環境の問題での

機動的な対応も期待される。よって、中小企業の振興を府政の重要な課題と位置づけ、こ

こに大阪府中小企業の振興に関する条例を制定する。

（目的）

第１条 この条例は、中小企業が地域経済に果たす役割の重要性にかんがみ、中小企業の

振興と活性化について、基本理念を定め、府、中小企業者その他の関係者の役割等を明

、 、らかにするとともに 中小企業の振興に関する施策の基本的な事項を定めることにより

中小企業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって府民生活の向上を図ることを目

的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

一 中小企業者 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定

する中小企業者で、府内に事務所または事業所を有するものをいう。

二 大企業者 中小企業者以外の事業者で、府内に事務所または事業所を有するものを

いう。

三 地域づくり 地域の歴史、文化、技術、人材、自然環境その他の資源を活用するこ

とにより、その地域の関係者が、単独で、又は連携して、地域の課題を解決し、又は

地域を活力に満ちた魅力あるものにしていく諸活動をいう。
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（基本理念）

第３条 中小企業の振興は、経済的社会的環境の変化に対応した経営の向上及び改善を目

指す中小企業者の自主的、主体的な努力を促進することを旨として図られなければなら

ない。

２ 中小企業の振興は、経営の向上及び改善と地域づくりによる、地域と地域経済の活性

化とが互いに密接な関係を有することにかんがみ、これらが相乗的に効果を発揮するこ

とを旨として図られなければならない。

(府の責務)

第４条 府は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。)並びにこの条例の

趣旨にのっとり、中小企業の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を

有する。

２ 府は、基本理念にのっとり、中小企業の振興に関する施策を実施するに当たっては、

その内容に応じて産学公民の連携を図るよう努めなければならない。

（中小企業者等の努力）

第５条 中小企業者は、経済的社会的環境の変化に対応して、自主的、主体的に経営の向

上及び改善に努めるものとする。

２ 事業協同組合・商店街振興組合その他の中小企業者の事業の共同化のための組織（以

下「共同化のための組織」という ）は、中小企業者とともに、中小企業の経営の向上。

及び改善に自主的、主体的に取り組むよう努めるものとする。

３ 中小企業者及び共同化のための組織は、地域づくりに取り組むことにより、地域の活

性化に資するよう努めるとともに、府が行う中小企業の振興に関する施策の実施につい

て協力するよう努めるものとする。

（中小企業に関する団体等の役割）

第６条 中小企業に関する団体(共同化のための組織を除く。)は、中小企業の経営の向上

及び改善に積極的に取り組むとともに、府が行う中小企業の振興に関する施策の実施に

ついて協力するよう努めるものとする。

２ 中小企業者以外の者であって、その事業に関し、中小企業と関係があるもの(大企業

者及び大学等を除く ）は、基本理念にのっとり、府が行う中小企業の振興に関する施。

策の実施について協力するよう努めるものとする。

（大企業者及び金融機関の役割）

第７条 大企業者は、基本理念並びにこの条例の趣旨にのっとり、地域づくりに取り組む

ことにより、地域の活性化に資するよう努めるとともに、府が行う中小企業の振興に関

する施策の実施について協力するよう努めるものとする。

２ 地域金融機関等は、地域金融の円滑化による中小企業の振興と育成についての社会的

、 、役割を果たすよう努めるとともに 府が行う中小企業金融に関する施策の実施について

積極的に協力する。

（大学等の役割）

第８条 大学等は、その人材の育成並びに研究及びその成果の普及が中小企業の振興に資

するものであることにかんがみ、自主的に地域づくりに取り組む場合には、基本理念並
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びにこの条例の趣旨にのっとり、これを行うよう努めるものとする。

（府民の理解と協力）

第９条 府民は、中小企業の振興が府の経済の健全な発展及び府民生活の向上に寄与する

ことを理解し、中小企業の振興に協力するよう努めるものとする。

（市町村との協力）

第１０条 府は、府域経済の状況等にかんがみ、市町村が行う中小企業の振興に関する施

策について、市町村と協力し、情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずる

よう努めるものとする。

（基本方針）

第１１条 知事は、基本理念並びにこの条例の趣旨にのっとり、地域経済と中小企業の活

性化に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

２ 基本方針においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

一 中小企業の振興に関する基本的方向

二 中小企業の振興のため総合的に講ずべき施策

三 前各号に定めるもののほか、中小企業の振興のために必要な事項

３ 知事は、基本方針を定め、又は変更するに当たっては、中小企業者、専門家その他関

、 、 、 、係者の意見を聴くとともに あらかじめ その趣旨 内容その他の必要な事項を公表し

広く府民の意 見を求めなければならない。

４ 知事は、前項の規定により提出された意見及び情報を考慮して基本方針を定め、又は

変更しなければならない。

５ 知事は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。

（創業等への意欲的な取組の促進）

第１２条 府は、既存事業を継続する中小企業者とともに、経済的社会的環境の変化に即

応した、創業及び中小企業者の経営の革新その他の経営の向上への意欲的な取組を促進

するため、経営に関する情報の提供、技術力の向上に関する支援その他の必要な施策を

講ずるものとする。

（連携の促進）

第１３条 府は、産学公民の連携が中小企業の新たな事業の創出、技術力の強化等に資す

ることにかんがみ、中小企業を中心とした産学公民の連携の促進を図るため、関係者の

交流の機会の提供、共同研究の実施への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

（経営基盤の強化の促進）

第１４条 府は、経営資源の確保が困難であることが多い中小企業者の事情にかんがみ、

その経営基盤の強化を図るため、資金供給の円滑化、相談及び支援を行う体制の充実そ

の他の必要な施策を講ずるものとする。

（人材の確保及び育成の支援）

第１５条 府は、中小企業の事業の展開に必要な人材の確保及び育成を図るため、就業の
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支援、職業能力の開発その他の必要な施策を講ずるものとする。

２ 府は、学校教育における勤労観及び職業観の醸成が中小企業の人材の確保及び育成に

資することにかんがみ、児童及び生徒に対する職業に関する体験の機会の提供その他の

必要な施策を講ずるものとする。

（地域づくりによる地域の活性化の促進と大規模小売店舗等の役割）

第１６条 府は、中小企業の経営の向上及び改善に相乗的に効果を発揮するような地域づ

くりによる地域の活性化を促進するため、地域の資源を活用した新たな事業の創出の支

援、商店街の活性化を図るための事業の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

２ 大規模小売店舗等は、地域住民、商業者等と協力し、地域の活性化を促進するよう努

めなければならない。

（中小企業振興施策の公表等）

第１７条 知事は、毎年１回、府の中小企業の振興に関する主たる施策の実施状況を取り

まとめ、これを公表するものとする。

２ 知事は、前項に規定する中小企業の振興に関する主たる施策の実施状況について中小

企業者、専門家その他の関係者からなる会議を設置し、意見を聴くとともに、あらかじ

め、その内容を公表し、広く府民に意見を求めなければならない。

３ 府は、前項の規定により聴取した意見を考慮して、中小企業の振興に関する施策を検

証し、より効果的なものにするよう努めるものとする。

（施策実施上の配慮）

第１８条 府は、施策の立案及び実施に当たっては、当該施策が中小企業の経営及び地域

経済に及ぼす影響について配慮するよう努めるものとする。

（受注機会の確保）

第１９条 府は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に

留意しつつ、府内中小企業者の受注の機会の確保に努めるものとする。

（調査及び研究）

第２０条 府は、中小企業の振興に関する施策を効果的に推進するため、必要な調査及び

研究を行うものとする。

（財政上の措置）

第２１条 知事は、中小企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を

講ずるものとする。

（条例の内容及び施行状況の検討）

第２２条 知事は、この条例の施行の日から起算して５年を経過するごとに、この条例の

内容及び施行の状況について検討を加えるとともに、中小企業者、専門家の他関係者の

意見を聴き、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則

１ この条例は、公布の日から施行する。


